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検査項目 基準値
基準値を
超えた

井戸の数

一般細菌 １００個 /㎖以下 １カ所

亜硝酸態窒素 ０.０４㎎ /ℓ以下 １カ所

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素 １０㎎ /ℓ以下 １2 カ所

臭気 異常でないこと ５カ所

マンガン ０.０５㎎ /ℓ以下 １カ所

ヒ素 ０.０１㎎ /ℓ以下 ２カ所

鉄 0.３㎎ /ℓ以下 ２カ所

一般飲料水水質検査で基準値を超えた検査項目 令
和
７
年
度
地
下
水
水
質
検
査
の
結
果

令
和
７
年
度
地
下
水
水
質
検
査
の
結
果

　

市
で
は
、
地
下
水
の
水
質
を
把

握
す
る
た
め
、
市
内
40
カ
所
（
南

部
地
区
）
の
井
戸
を
対
象
に
飲
用

井
戸
検
査
基
本
項
目
（
11
項
目
）

お
よ
び
水
道
法
水
質
基
準
抜
粋
項

目
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

飲
用
井
戸
検
査
で
は
、
硝
酸
態

窒
素
お
よ
び
亜
硝
酸
態
窒
素
が
基

準
値
を
超
え
た
井
戸
が
全
体
の
30

％
に
あ
た
る
12
カ
所
、
ま
た
、
亜

硝
酸
態
窒
素
の
単
独
項
目
で
基
準

値
を
超
え
た
井
戸
が
１
カ
所
検
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
畑
で
使
用
さ
れ
て
い

る
肥
料
に
含
ま
れ
る
窒
素
化
合
物

が
主
な
原
因
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

本
市
の
よ
う
な
農
業
地
域
に
多
く

み
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
基
準
値
を
超
え
た
検
査

項
目
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

大
半
は
自
然
由
来
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
配
管
や
タ
ン
ク
の
さ
び
、

井
戸
水
の
滞
留
な
ど
が
原
因
と
し

て
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

水
質
検
査
で
基
準
値
を
超
え
た

井
戸
水
を
飲
用
す
る
場
合
は
、
検

出
さ
れ
た
成
分
に
よ
り
煮
沸
ま
た

は
滅
菌
器
・
浄
水
器
を
設
置
す
る

な
ど
の
対
策
が
必
要
に
な
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

地
下
水
は
、
私
た
ち
の
生
活
に

と
っ
て
限
り
あ
る
貴
重
な
財
産
で

す
。
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
使
用

し
ま
し
ょ
う
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課
環
境
保
全
室

　

☎
４
４
３
‐
１
４
０
６

問

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

閲
覧
制
度
は
、
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者
が
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
う
ち
、
自
己
資
産
が
記
載
さ

れ
た
部
分
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、

借
地
人
・
借
家
人
の
方
や
一
定
の

権
利
を
有
す
る
方
が
、
権
利
の
目

的
で
あ
る
固
定
資
産
の
課
税
内
容

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

閲
覧
期
限

　

令
和
９
年
３
月
31
日
㈬

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
45
分
～
午
後
４
時
30
分

閲
覧
場
所　

税
務
課

土
地
・
家
屋
価
格
等

　
　
　
　
　
　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

縦
覧
制
度
は
、
固
定
資
産
税
の

納
税
者
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋

の
評
価
額
と
、
市
内
の
ほ
か
の
土

地
や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、

評
価
額
の
適
正
さ
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
で
き
る
の
は
、
納
税
対
象

と
な
っ
て
い
る
資
産
に
限
ら
れ
、

土
地
の
み
を
納
税
し
て
い
る
場
合

は
土
地
の
み
、
家
屋
の
み
を
納
税

し
て
い
る
場
合
は
家
屋
の
み
が
縦

覧
対
象
で
す
。
非
課
税
や
免
税
点

未
満
の
物
件
は
縦
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

縦
覧
制
度
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る

よ
う
な
縦
覧
申
請
は
、
お
受
け
で

き
ま
せ
ん
。

縦
覧
期
限

　

４
月
30
日
㈭

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
45
分
～
午
後
４
時
30
分

縦
覧
場
所　

税
務
課

　

手
数
料
や
持
参
す
る
も
の
な
ど

詳
し
く
は
、
税
務
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

令
和
８
年
度
分
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と

令
和
８
年
度
分
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

問

就
職
や
退
職
し
た
と
き
は
国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
を

就
職
や
退
職
し
た
と
き
は
国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
を

　

就
職
や
退
職
に
よ
り
健
康
保
険

が
変
わ
っ
た
と
き
は
届
け
出
が
必

要
で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入

や
脱
退
の
手
続
き
は
自
動
的
に
は

行
わ
れ
ま
せ
ん
。

脱
退
の
手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

・
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

　

こ
と
が
わ
か
る
「
資
格
確
認
書
」

　

や
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

　

な
ど
（
脱
退
す
る
方
全
員
分
）

 

・
返
却
す
る
国
民
健
康
保
険
の　

　
「
資
格
確
認
書
」
や
「
資
格
情

　

報
の
お
知
ら
せ
」 （
脱
退
す
る
方

　

全
員
分
）

 

・
手
続
き
す
る
方
の
本
人
確
認
書 

　

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

　

運
転
免
許
証
な
ど
）

 

・
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

 
・
委
任
状
（
別
世
帯
の
方
が
手
続

　

き
す
る
場
合
）

加
入
の
手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
こ

　

と
が
わ
か
る
証
明
書
（
健
康
保

　

険
資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
）

 

・
手
続
き
す
る
方
の
本
人
確
認
書

　

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

　

運
転
免
許
証
な
ど
）

 

・
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

 

・
委
任
状
（
別
世
帯
の
方
が
手
続

　

き
す
る
場
合
）

※
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
ほ
か
、

職
場
の
健
康
保
険
を
最
長
２
年
間

継
続
し
て
加
入
で
き
る
「
任
意
継

続
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
勤
務
先
ま

た
は
加
入
し
て
い
た
保
険
者
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

　

４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
で

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
お
り
、

市
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
（
住

民
税
）
の
納
付
義
務
が
あ
る
方
は
、

公
的
年
金
部
分
の
住
民
税
を
公
的

年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

を
し
て
納
付
す
る
こ
と
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

初
め
て
年
金
か
ら
天
引
き
の
対

象
に
な
る
方
は
、
10
月
か
ら
開
始

と
な
り
ま
す
。

　

納
付
回
数
は
年
６
回
で
、
前
年

度
の
特
別
徴
収
税
額
（
年
税
額
）

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
３

回
（
４
月
・
６
月
・
８
月
）
仮
徴

収
し
、
令
和
８
年
度
の
「
年
金
所

得
分
の
住
民
税
決
定
額
」
か
ら
仮

徴
収
分
を
差
し
引
き
、
残
額
を
３

回
（
10
月
・
12
月
・
令
和
９
年
２

月
）
に
分
割
し
て
天
引
き
（
本
徴

収
）
し
ま
す
。

　

公
的
年
金
以
外
の
収
入
に
対
す

る
住
民
税
は
、
今
ま
で
と
同
じ
よ

う
に
給
与
か
ら
の
天
引
き
や
納
付

書
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
８
年
度
の
市
・
県
民
税
決

定
通
知
は
６
月
上
旬
頃
の
送
付
予

定
で
す
。

問
税
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

市
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
（
住
民
税
）
を

市
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
（
住
民
税
）
を

　
　
　
　
　
　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す

　
　
　
　
　
　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す

問問

市
民
サ
ー
ク
ル
の
催
し
・
講
座
の
紹
介
や

市
民
サ
ー
ク
ル
の
催
し
・
講
座
の
紹
介
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員
募
集
を
し
ま
せ
ん
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員
募
集
を
し
ま
せ
ん
か

　

広
報
や
ち
ま
た
の
「
み
ん
な
の

広
場
」
で
は
、
市
民
サ
ー
ク
ル
が

主
催
す
る
各
種
催
し
や
講
座
、
会

員
募
集
な
ど
の
情
報
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

掲
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
掲

載
希
望
号
の
１
カ
月
前
ま
で
に「
掲

載
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
秘
書
広
報
課
に
持
参
、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
送
付
先

　

秘
書
広
報
課

　

☎︎
４
４
３
‐
１
１
１
２

　
　

４
４
３
‐
１
４
０
８

　
　

koho@city.yachimata.lg.jp

FAX

八街市
ホームページ

Eメール

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


